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１．寝屋川北部地下河川事業の概要① 
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寝屋川北部地下河川 

寝屋川水系流域図 

大和川 

京橋口 

 寝屋川流域はその地形的特徴から水
はけが悪いため、「総合治水対策」に
より、河川・下水道が一体となって治
水対策を進めています。 
 寝屋川北部地下河川は、上流端を寝
屋川市讃良東町、下流端を大阪市都島
区中野町とする、総延長約14kmの地下
放水路です。河川および流域下水道増
補幹線から取水し、下流端でポンプに
より一級河川旧淀川（大川）に250m3/s
を排水する計画です。 



１．寝屋川北部地下河川事業の概要② 
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讃良立坑 

萱島立坑 

北島立坑 

鶴見立坑 城北立坑 

排水機場 

供用済 3.7km 
（13万m3貯水） 

供用済 2.9km 
（7万m3貯水） 

計画検討中 1.7km 
（12万m3貯水） 

計画検討中 2.9km 
（30万m3貯水） 

都島調節池 
内径11.5m 

鶴見調節池 
内径9.0m 

古川調節池・北島調節池 
内径7.5m ・内径5.4m 

古川取水立坑 

門真調節池 
内径5.4m 

(都)都島茨田線 

（当面）85㎥/s 
 （最終）250㎥/s 

 

 寝屋川北部地下河川は、一定区間の完成ごとに雨水貯留施設として暫定供用を行ってお
り、現在、鶴見立坑～讃良立坑間が完成済みで、20万m3の貯留能力を確保しています。 
 守口市域からの枝線（守口調節池）も施工中であり、H32年度の完成を目指しています。 
 鶴見立坑～排水機場の区間が事業未着手の状態です。  



２．大深度地下使用検討に至った経緯 

 今後施工予定の鶴見立坑以西の一部区間で都市計画道路の事業化の見通しが立って
おらず、地下河川が埋設できないため、大阪府河川構造物等審議会に「大深度地下使
用検討部会」を設置し、大深度地下使用による事業実施について、学識経験者の意見
を聴いて検討を進めています。 

排水機場 

都市計画道路 
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大深度地下使用検討区間 約3.5km 

城北立坑 

大深度地下使用法…大深度地下の公共的使用に関する特別措置法 
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現道区間（都島通） 

都島本通 
交差点 

野江４ 
交差点 

案１ 都市計画道路下ルート案 

 
現道区間（花博通） 

 
都市計画道路 未整備区間 

案１ 都市計画道路下ルート案（大深度） 

大深度地下使用区間② 大深度地下 
使用区間③ 

３．平面ルートの決定 
 平面ルートについては、都市計画道路下に埋設するルート（案１）と、一部区間を最
短距離で接続するルート（案２）を比較しました。事業効率や住民への影響等を総合的
に評価した結果、大深度地下使用の都市計画道路下ルート案が最適となりました。 
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案２ 直線ルート案 

 
現道区間（花博通） 

大深度地下使用区間② 

都島本通 
交差点 野江４ 

交差点 

採用ルート 
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大深度地下 
使用区間① 

都市計画道路 
未整備区間 

花博記念公園西口 
交差点 

花博記念公園西口 
交差点 

大深度地下 
使用区間① 



４．大深度地下深さと地下河川縦断線形の決定 
 大深度地下深さは、既存建築物の基礎杭の根入れやボーリング調査結果を踏まえて、 
将来にわたって基礎杭等が貫入する恐れのない深度を特定し、これよりも深部に地下河
川の縦断線形を計画しました。 

下流端での土被り 
約72m 
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５．都市計画変更手続 
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 寝屋川北部地下河川事業は平成２年度に都市計画決定を行っていますが、現在、大深
度地下使用に合わせた立体都市計画に変更する為の手続を進めています。（平成27年12
月に住民説明会開催済、平成28年度中に告示予定） 

 通常、都市計画施設の区域には一定の建築制限がかかります

が、立体都市計画区域では区域に定められた離隔と荷重条件を

満たせば、都市計画法に基づく建築許可が不要となります。    
建
築
物 

地下河川からの 
最低限の離隔を定めます。 

建築物の建設による、 
増加荷重の限度を定めます。 

立体的な都市計画を定める範囲 
地下河川 

地表面 

立体都市計画のイメージ 

都
市
計
画
変
更 

地
元
説
明
会 

公 
聴 

会 

（公
述
申
出
な
し
） 

大
阪
府
都
市
計
画 

審
議
会 

都
市
計
画
変
更
告
示 

都
市
計
画
案
の
縦
覧
・ 

意
見
書
の
募
集 

平成２７年度 平成２８年度 

都市計画変更スケジュール 
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６．事業概要書（本文１／４） 

１．事業者の名称： 
 大阪府知事 

 
２．事業の種類： 
 一級河川淀川水系寝屋川北部地下河川事業 

 
３．事業区域の概要： 
 事業区域① 
 （延長：約0.3km、土被り：約71m） 
 事業区域② 
 （延長：約1.4km、土被り：約69m～70m） 
 事業区域③ 
 （延長：約0.5km、土被り：約65m～69m） 
 

（一部省略） 
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６．事業概要書（本文２／４） 

【事業区域の標準部イメージ】 
（次頁） 
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６．事業概要書（本文２／４） 
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６．事業概要書（本文２／４） 
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６．事業概要書（本文２／４） 

４．使用の開始の予定時期及び期間 
 法第21条第1項の規定による告示の日から 
 ５の事業に係る施設が３の事業区域に 
 存続する限り 
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６．事業概要書（本文３／４） 

５．事業計画の概要 
 (1)事業名 
  一級河川淀川水系寝屋川北部地下河川事業 

 
 (2)事業の目的及び内容 
 
（省略） 
 
 
  3)事業実施段階における作業工程 
（次頁） 
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６．事業概要書（本文３／４） 

3)事業未着手区間である、ポンプ場から鶴見立坑までの区間の、事業実施段
階における作業工程については、現時点では、以下の通り見込んでいます。 
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６．事業概要書（本文４／４） 

 (3)計画位置・区間 
  大阪府大阪市都島区中野町五丁目～ 
  大阪府寝屋川市讃良東町 
 （事業区域①：大阪府大阪市都島区中野町五丁目～ 
        大阪府大阪市都島区都島本通二丁目） 
 （事業区域②：大阪府大阪市城東区野江三丁目～ 
        大阪府大阪市城東区関目二丁目） 
 （事業区域③：大阪府大阪市城東区古市一丁目） 

 
 
 (4)施設概要 
 １．計画延長   ： 約14.3km 
 ２．計画高水流量 ： 250m3/秒 
 ３．最小曲線半径 ： 100m 
 ４．最急縦断勾配 ： 約1/37 

 
６．事業概要図 
 （１）平面図 
 （２）縦断図 
 （３）横断図 
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６．事業概要書（平面図１／６） 

◎図中における事業区域 
 大阪市都島区 中野町五丁目、都島本通二丁目 
 大阪市城東区 野江三丁目、野江四丁目、成育三丁目、成育二丁目、関目一丁目、関目二丁目 
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６．事業概要書（平面図２／６） 

◎図中における事業区域 
 大阪市城東区 関目一丁目、関目二丁目、古市一丁目  
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６．事業概要書（平面図３／６） 
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６．事業概要書（平面図４／６） 
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６．事業概要書（平面図５／６） 
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６．事業概要書（平面図６／６） 
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６．事業概要書（平面図の記載） 

※ 本図は大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第２条第３
項の事業区域の概ねの位置を網掛けで表示したものです。 

※ 本図に示す路線の計画範囲及び事業区域は概ねの位置であり、
詳細については今後検討してまいります。 

※ 本図は用地買収の区域、区分地上権設定の区域を示すものでは
ありません。 

※ 本図の地形図は、航空写真に基づき作成したものであり、多少
の誤差や現在の建物の立地状況と合致していない点があります。 
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６．事業概要書（縦断図１／５） 

◎図中における事業区域 
 大阪市都島区 中野町五丁目、都島本通二丁目 
 大阪市城東区 野江三丁目、野江四丁目、成育三丁目、成育二丁目、関目一丁目、関目二丁目、 
        古市一丁目 
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６．事業概要書（縦断図２／５） 

◎図中における事業区域 
 大阪市城東区 古市一丁目 
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６．事業概要書（縦断図３／５） 
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６．事業概要書（縦断図４／５） 
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６．事業概要書（縦断図５／５） 
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６．事業概要書（縦断図の記載） 

※ 本図は大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第２条第３
項の事業区域の概ねの位置を網掛けで表示したものです。 

※ 本図に示す事業区域は概ねの位置であり、詳細については今後
検討してまいります。 

※ 本図は用地買収の区域、区分地上権設定の区域を示すものでは
ありません。 

※ 地表面は、航空写真に基づき作成した地形図及び過去の測量図
によるものであり、多少の誤差や現在の地形状況と合致してい
ない点があります。 
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６．事業概要書 横断図（標準部） 



７．大深度地下使用法手続きについて 
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○ 計画の概要や概ねの事業区域を記載した「事業概要書」を公示・縦覧し、大深

度地下使用法の対象となる事業者（道路、鉄道などの公益となる事業）を対象
に、事業の共同化や事業区域の調整等の申出を募集 

○ 調整の申出があれば事業者との調整 

 

事前の事業間調整 

（審査等） 
○ 認可庁（国土交通省）による審査 
 ・申請書の公示・縦覧、利害関係人の意見書提出、関係行政機関の意見の聴取等 

 
（現地調査等） 
○ 地質調査、物件（井戸）調査 
○ 関係機関との調整 

 

大深度地下使用の許可申請 

大深度地下使用の許可（使用権の設定） 



８．事前の事業間調整手続きについて（法第12条） 
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事業概要書の送付 平成28年10月17日（月） 
 
 
平成28年10月17日（月） 
 
 
平成28年10月17日（月） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
平成28年11月15日（火） 

事業概要書の告示 

国土交通大臣へ送付 

事業概要書の縦覧 

大阪府公報へ告示 

大阪府都市整備部河川室河川整備課、
寝屋川水系改修工営所、大阪市鶴見区
役所、城東区役所、都島区役所にて 
10/17～11/15の間縦覧 

事業概要書の縦覧
（満了） 

＜事業間調整の申出＞ 
 対象）大深度地下使用法第4条に定める事業者 
 調整の申出）事業の共同化、事業区域の調整その他事業の施
行に関し必要な調整についての申出 

 申出方法）郵送もしくは大阪府都市整備部河川室河川整備課
へ持ち込み可 


